
 

伊万里市条例第２１号 

伊万里市市営駐車場条例の一部を改正する条例 

 

伊万里市市営駐車場条例（平成１７年条例第３１号）の一部を次のように改正

する。 

第２条の表駅前駐車場の項を削る。 

第７条第１号中「及び駅前駐車場」を削る。 

別表第１中「駅前駐車場」を削る。 

別表第２駅前駐車場の項を削り、同表の備考中「及び駅前駐車場」を削る。 

別表第４駅前駐車場の項を削る。 

   附 則 

この条例は、令和６年１月１日から施行する。 


